
 

東京都新宿区新宿６－２４－１６

電話　03-5287-1007 担当：営業部金谷

使用中のPCB機器を期限までに「廃止又は廃止計画」を提出しないと、300万以下の罰金。
注2 高濃度PCB機器の処分を期限までにしないと、懲役3年以下もしくは1000万以下の罰金。

新栄不動産ビジネス株式会社

 PCB処分総合コンサルタント

事業本部藤野作成

2020/8/27

PCB最終処分!!(令和5年3月末日）

PCB含有機器は普通に処分する事は出来ません。
注1



 

東京都新宿区新宿６－２４－１６
電話　03-5287-1007 担当：営業部金谷

事業本部藤野作成

2020/8/28

PCB最終処分!東京令和4年3月末

PCB処分総合コンサルタント

PCB含有機器は普通に処分する事は出来ません。

新栄不動産ビジネス株式会社

注1 使用中のPCB機器を期限までに「廃止又は廃止計画」を提出しないと、300万以下の罰金。
注2 高濃度PCB機器の処分を期限までにしないと、懲役3年以下もしくは1000万以下の罰金。


